
 

 

 

 

 

専門実践教育訓練給付金制度のご案内 
                                             

２年以上の勤務経験がある方へ 

「教育訓練給付金」の給付内容が拡充されています！ 
 

４月入学をご検討中の方は 

入学前の２月末までに住所管轄のハローワークにて受給資格の確認等を行って下さい 
 

専門実践教育訓練給付金とは 
                                             
厚生労働省による中長期的なキャリアアップを目的とした

雇用保険の給付金制度です。 

厚生労働大臣が指定したコースを受講し、対象の資格を取得

して就職すると２年間合計で最大１１２万円の学費が支給

されます。 

 

 

 

                                                   

対象者 
初めて教育訓練給付金制度を利用される方は、受講開始

日前までに通算して２年以上(原則は３年以上)の雇用

保険の被保険者期間を有している方。 

現在離職中の方は、離職後１年以内での入学が条件とな

ります。 
 

                          

給付金支給 
１．受講中 

学費の５０％(２年制：上限８０万円)を支給 

 

２．修了後 

上乗せ２０％(２年制：上限３２万円)を追加支給 

※最大１１２万円の支給を受けるには受講修了日の 

翌日から１年以内に｢就職決定(一般雇用保険の被保険者)｣が条件となります。 
 

                                                    

受給資格確認方法 
住所管轄のハローワーク(公共職業安定所)で確認できます。 

※身分証明書と印鑑を持参してください。 

※申請を行うには、ハローワークに相談し、キャリアコンサルティングを受ける必要があります。詳細は住所所轄 

のハローワークまでお問い合わせください。 

※１０年の間に複数回専門実践教育訓練を受講する場合は、最初に専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金を受給 

した専門実践教育訓練の受講開始日を起点として１０年を経過するまでの間に受講開始した専門実践教育訓練に 

係る教育訓練給付金の合計額は１６８万円が限度となります。 
 

                                                    

給付金支給までの流れ 

【受講開始の一ヶ月前まで】 

※４月の入学希望者は入学前の２月末までに＜ステップⅠ＞を完了する必要があります。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             

教育訓練支援給付金 
４５歳未満の離職者のうち一定の要件を満たす方が対象となります。詳しくはお問い合わせください。 

２年間の合計で最大 

１１２万円の支給 

※給付金支給には条件があります 

← 学費総額 →

①受講中に

支給

学費の５０％

(上限80万円)

②修了後
に支給

学費の

２０％

(上限32万円)

ステップⅠ(ハローワーク)

受給資格の確認・

キャリアコンサルティングの受講

•給付を受ける条件を
満たしているか確認
を行う

ステップⅡ

CATSを受験

•CATSの二級自動車整
備科を受験する

ステップⅢ

受講開始・資格取得

•CATSに入学して受講
開始、２年間の授業
を受けて整備士資格
取得を目指す

ステップⅣ

給付金の支給

※給付金支給には条件があります

•受講中(在学中)お
よび修了後(卒業
後)に支給されます


